
　建設技能者の待遇が悪化して若者の入職が
減っています。このままでは、社会基盤や住まいの
維持・修繕、災害時の救援・復興も危ぶまれます。
　安心・安全・快適な建設とメンテナンスのため
には、建設技能者の賃金アップと待遇改善で地
域建設業がこれからも持続的に発展できるよう
な環境改善が必要です。
　個人消費と地域経済の活性化で景気を回復し、
若者が安心して入職して働きつづけられる建設業
界のために、賃金アップにご理解をお願いします。

若い人材激減で地域を支える建設業がピンチです
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適切な工事費用、単価での契約を
●危険を伴う工事現場で十分な安全衛生管理ができる経費にご理解を
●社会保険加入促進と継続のために法定福利費の確保にご理解を

技術・技能に見合う賃金へのアップを
●他産業並の賃金・休日の実現に必要です

　　　　●若年技能者の雇用と育成ができる環境の
整備に必要です

全国建設労働組合総連合（全建総連）
〒169-8650　東京都新宿区高田馬場2-7-15
Tel:03-3200-6221　 Fax:03-3209-0538
e-mail:chingin@zenkensoren.org   http://www.zenkensoren.org/

　
　

　 
安全
・安心

を支え、建設業を未来へつなぐため

景気回復、建設業の未来のため
賃金アップにご理解を！
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年間賃金総支給額産業別水準（2015年） 建設業への若年入職者の減少
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若者が未来を託せる建設業には給料が上がり、
休暇が取れ、希望がもてる新３Ｋの実現を業界一体で

建設技能者の高齢化と若年入職者の減
少が深刻です。他産業に劣る賃金水準など、
過度な低価格での受注競争で悪化した建
設技能者の待遇改善のため、建設業界をあ
げた取り組みが進められています。
国土交通省も、建設工事の品質確保と担

い手の確保のために、建設業法や入札契約
適正化法などを改正したり、公共工事設計
労務単価を引き上げたりして、建設業界の抜
本的な改善を図るため、業界団体や行政・
民間発注者に適切な賃金と法定福利費を計
上した経費の支払いを要請しています。

技術・技能に相応しい賃金を 法定福利費の適切な支払いを

建設
業界

の皆
さん賃金アップ・待遇改善は
建設業界全体の課題です

国や自治体は、他産業に比べて加入
率が低い社会保険への適切な加入のた
めに2017年度以降は、「社会保険未加
入業者の契約からの排除」「社会保険未
加入建設労働者の現場入場禁止」を徹
底するとしています。
「適正に社会保険に加入している事業
所ほど不利」にならないためには、①原
資となる法定福利費が適切に見積られ、
契約されること②確保された法定福利費
が、下請企業－現場従事者に確実に行
き渡ることが必要不可欠です。

国土交通省「建設業法令遵守
ガイドライン」：2012年7月

実際、工事に使える金額 法定福利費
に支出

不足! 圧迫

下請契約額
義務として支出するため
削ってはいけない費用

負の連鎖!!ストップ!!

⇒法定福利費や安全経費を適正に計上した見積・契約
・適正な価格・単価での契約

⇒労働関係諸法令を守り、安易な外注化（偽装請負・一人親方化）に
歯止めをかけて安定した雇用の実現

・適正な社会保険への加入

⇒他産業を大きく下回る賃金水準を改善し、資格や経験に見合う賃
金への引き上げを実現

・技術・技能にふさわしい建設技能者の待遇

⇒建設業の未来を担う若者の待遇を改善し、技術・技能を伝承
・若年技能者の雇用と育成


